市自規-030

自治会キャラクター「つぼみん」利用規程

（定義）
第1条 自治会のキャラクターとして「つぼみん」を制定する。「つぼみん」は座間市自
治会総連合会（以下、市自連）にて令和５年度に作成し、座間市内自治会全体で広く
利用することを前提とする。

（目的）
第2条 本規程は「つぼみん」の利用にあたり、守るべき条件を明確にすることを目的と
する。

（権利の所在）
第3条 「つぼみん」の著作権およびそれにかかわるすべての権利は市自連にある。ただ
し、利用許諾に関して市自連は第４条の利用の範囲においては個別の契約・申請等を求
めない。

（利用の範囲）
第4条 「つぼみん」の利用は、市自連に属する単位自治会および地区自治会連合会（以
下、地区自連）およびそれに準ずる団体が、次に掲げるもの等に利用できる。
1） ホームページ
2） チラシ
3） 回覧物
4） 掲示物
5） 名　刺

（利用条件）
第5条 利用にあたっては、以下の条件を原則として守ること。
1） デザインについてはその改編を行わないこと。ただし、大きさの変更は、改編には含めない。
2） 他団体等での使用を制限するため、「座間市自連©」の表記を必ずつけること。

（キャラクターデザインの改編）
第6条 キャラクターのデザイン改編については、市自連が行うものとする。第４条の利
用範囲に記載した団体は、改編について希望すれば、市自連に申し出ることができる。
市自連は改編に関して諸条件を勘案し、その実施を決定することができる。



付記
１　令和６年１月２７日に制定し、同日施行。
